
◎
外
務
委
員
会

回
　
数

年
　
月
　
日

　
　
　
（
曜
日
）

議
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

１

平
成
５
年
1
0
月
1
9
日

　
　
　
　
　
　
（
火
）

国
際
情
勢
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
に
お
け
る
日
本
外
交
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
件
、
日
ロ
首
脳
会
談
に
関
す
る
件
、
ロ
シ
ア
に
よ

る
放
射
性
廃
棄
物
の
海
洋
投
棄
に
関
す
る
件
、
我
が
国
の
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
入
り
に
関
す
る

件
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
関
す
る
件
、
金
大
中
氏
事
件
に
関
す
る
件
、
戦
後
補
償
問
題
に
関
す
る
件
、
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ァ

イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
関
す
る
件
、
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
件
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保
障
の
枠

組
み
に
関
す
る
件
、
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
）
の
核
疑
惑
に
関
す
る
件
、
ハ
イ
テ
ィ
及
び
キ
ュ
ー

バ
情
勢
に
関
す
る
件
等
に
つ
い
て
羽
田
外
務
大
臣
、
政
府
委
員
、
外
務
省
、
法
務
省
、
警
察
庁
及
び
科
学
技
術
庁

当
局
に
対
し
質
疑
を
行
っ
た
。

2

平
成
５
年
1
1
月
４
日

　
　
　
　
　
　
（
木
）

み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ネ
パ
ー
ル
王
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第

二
号
）
　
（
衆
議
院
送
付
）

日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
航
空
運
送
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件
（
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
右
三
件
に
つ
い
て
羽
田
外
務
大
臣
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
き
、
同
大
臣
、
政
府
委
員
及
び
外
務
省
当
局
に
対
し
質

　
疑
を
行
っ
た
後
、
い
ず
れ
も
承
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
。

閣
条
第
一
号



賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
共
、
新
生
　
　
　
反
対
会
派
　
　
な
　
し

欠
席
会
派
　
な
　
し

閣
条
第
二
号

賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
共
、
新
生
　
　
　
反
対
会
派
　
　
な
　
し

欠
席
会
派
　
　
な
　
し

閣
条
第
三
号

賛
成
会
派
　
自
、
社
、
公
、
新
連
、
民
、
共
、
新
生
　
　
　
反
対
会
派
　
　
な
　
し

欠
席
会
派
　
　
な
　
し

平
成
５
年
1
2
月
1
5
日

　
　
　
　
　
　
（
水
）

都
合
に
よ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

３

平
成
６
年
１
月
2
7
日

　
　
　
　
　
　
（
木
）

請
願
第
四
七
二
号
を
審
査
し
た
。



○
条
約
（
四
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

１

み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た

め
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件

衆

五
、

一
〇
、
一
二

五
、

一
〇
、
一
二

　
　
　
（
予
）

五
、

一
一
、
　
四

承
　
認

五
、

一
一
、
　
五

承
　
認

五
、

一
〇
、
　
一
二

五
、

一
〇
、
二
二

承
　
認

五
、

一
〇
、
二
六

承
　
認

２

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国

と
ネ
パ
ー
ル
王
国
と
の
間
の

協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件

"

一
〇
、
一
二

一
〇
、
一
二

　
　
（
予
）

一
一
、
　
四

承
　
認

一
一
、
　
五

承
　
認

一
〇
、
一
二

一
〇
、
二
二

承
　
認

一
〇
、
二
六

承
　
認

3

日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国

と
の
間
の
航
空
運
送
協
定
を

改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件　

"

一
〇
、
一
二

一
〇
、
一
二

　
　
（
予
）

一
一
、
四

承
　
認

一
一
、
五

承
　
認

一
〇
、
一
二

一
〇
、
二
二

承
　
認

一
〇
、
二
六

承
　
認

４

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

"

一
一
、
二
六

一
一
、
二
六

　
　
（
予
）

一
一
、
二
六

継
続
審
査



み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）

要
旨

　
我
が
国
は
、
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
十
七
年
）
以
来
、
高
度
回
遊
性
魚
種

で
あ
る
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー

ラ
ン
ド
と
の
間
で
三
国
間
協
議
を
開
催
し
、
毎
漁
期
の
三
箇
国
に
よ
る
総
漁

獲
可
能
量
及
び
各
国
別
割
当
量
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
を
通
じ
て
保
存
及

び
管
理
を
図
っ
て
き
た
。

　
本
条
約
は
、
近
年
の
漁
業
資
源
の
保
存
に
対
す
る
国
際
的
な
関
心
の
高
ま

り
を
背
景
と
し
て
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
係
る
枠
組
み
を
一

層
整
備
す
る
た
め
、
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）
四
月
以
降
三
国
間
で

協
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
五
月
十
日
キ
ャ
ン
ベ

ラ
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
本
条
約
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
保
存
、
最
適
利

　
用
を
適
当
な
管
理
を
通
じ
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
締
約
国
は
、
本
条
約
の
実
施
等
を
確
保
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
必
要
な

　
行
動
を
と
る
と
と
も
に
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委
員
会
に
対
し
、
み
な
み

　
ま
ぐ
ろ
に
関
す
る
情
報
等
を
提
供
す
る
等
の
措
置
を
と
る
。

三
、
締
約
国
は
、
本
条
約
に
よ
り
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委
員
会
を
設
置
す

　
る
。
同
委
員
会
は
、
事
務
局
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
事
務
局
を
設

　
置
す
る
時
に
委
員
会
の
本
部
の
所
在
地
を
決
定
す
る
。

四
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委
員
会
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
関
す
る
情
報
の
収

　
集
及
び
蓄
積
、
そ
の
保
存
、
管
理
及
び
最
適
利
用
の
た
め
の
規
制
措
置
等

　
の
審
議
、
そ
の
総
漁
獲
可
能
量
及
び
各
締
約
国
別
割
当
量
等
の
決
定
、
締

　
約
国
に
対
す
る
勧
告
の
決
定
等
を
行
う
。

五
、
締
約
国
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委
員
会
の
諮
問
機
関
と
し
て
科
学
委

　
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員
会
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
個
体
群
の
状
態
及

　　

び
傾
向
の
評
価
・
分
析
等
を
行
う
。
　

六
、
締
約
国
は
、
本
条
約
の
目
的
達
成
を
促
進
す
る
た
め
、
他
国
の
本
条
約

　　

へ
の
加
入
奨
励
の
た
め
協
力
す
る
。
　

七
、
締
約
国
は
、
本
条
約
の
締
約
国
で
な
い
国
等
の
漁
獲
活
動
で
あ
っ
て
、

　
本
条
約
の
目
的
達
成
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

　
当
該
国
等
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
等
の
措
置
を
と
る
。

八
、
本
条
約
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
日
本
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に

　
よ
り
批
准
、
受
諾
又
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
三
番
目
の
批
准

　
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。



委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
条
約
三
件
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
条
約
は
、
ミ
ナ
ミ
マ
グ
ロ
の
保
存
及
び
最
適

利
用
を
適
当
な
管
理
を
通
じ
て
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
保
存
委
員

会
の
設
置
、
ミ
ナ
ミ
マ
グ
ロ
の
保
存
、
管
理
等
に
係
る
措
置
等
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
ネ
パ
ー
ル
と
の
航
空
協
定
は
、
わ
が
国
と
ネ
パ
ー
ル
と
の
間
の
定

期
航
空
業
務
の
開
設
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
権
利
の
相
互
許
与
、
業

務
の
開
始
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
手
続
、
及
び
両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
路
線
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
日
中
航
空
協
定
の
改
正
議
定
書
は
、
近
年
の
両
国
間
の
航
空
輸
送

需
要
の
増
加
等
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
定
期
航
空
業
務
の
運
営

の
た
め
に
、
両
国
が
指
定
す
る
航
空
企
業
の
数
を
二
以
上
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
条
約
の
締
約
国
の
拡

大
、
カ
ト
マ
ン
ズ
空
港
施
設
の
改
善
に
対
す
る
わ
が
国
の
協
力
、
海
外
渡
航

者
の
増
加
と
そ
の
安
全
対
策
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
三
件
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
承

認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ネ
パ
ー
ル
王
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）

要
旨

　
我
が
国
と
ネ
パ
ー
ル
と
の
間
の
定
期
航
空
路
開
設
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

八
年
（
昭
和
五
十
三
年
）
以
来
、
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
希
望
が
表
明
さ
れ
て
い

た
。
近
年
に
至
り
、
航
空
運
輸
需
要
が
ほ
ぼ
直
通
航
空
路
を
開
設
し
得
る
状

況
に
な
っ
た
こ
と
及
び
一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
に
予
定
さ
れ
て
い
る
関

西
国
際
空
港
の
開
港
に
よ
り
我
が
国
の
空
港
事
情
が
改
善
さ
れ
る
見
通
し
が

立
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）
八
月
以
来
、
交
渉
が
行
わ

れ
た
結
果
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
二
月
十
七
日
に
こ
の
協
定
が
署
名

さ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
ネ
パ
ー
ル
と
の
間
の
定
期
航
空
業
務
の

開
設
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
両
国
の
航
空
企
業
は
、
相
手
国
の
領
空
を
無
着
陸
で
通
過
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
ほ
か
、
相
手
国
の
領
域
に
給
油
、
整
備
等
の
運
輸
以
外
の
目
的
で

　
着
陸
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
付
表
に
定
め
ら
れ
た
路
線
（
特
定
路
線
）

　
に
お
い
て
、
相
手
国
内
の
地
点
に
着
陸
し
て
定
期
的
に
両
国
間
の
貨
客
を

　
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
特
定
路
線
上
の
第
三
国



　
内
の
地
点
と
相
手
国
内
の
地
点
と
の
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

三
、
指
定
航
空
企
業
は
、
相
手
国
の
空
港
等
の
施
設
の
使
用
料
金
に
つ
き
最

　
恵
国
待
遇
及
び
内
国
民
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
航
空
機
が

　
使
用
す
る
燃
料
、
潤
滑
油
等
に
つ
き
相
手
国
の
関
税
等
を
免
除
さ
れ
る
。

四
、
特
定
路
線
に
お
け
る
定
期
航
空
業
務
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

　
締
約
国
が
、
当
該
路
線
を
運
航
す
る
自
国
の
航
空
企
業
を
指
定
す
る
。
指

　
定
航
空
企
業
は
、
相
手
国
か
ら
国
内
法
に
従
っ
て
運
営
許
可
を
受
け
た
後

　
に
運
航
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
定
期
航
空
業
務
に
つ
き
公
平
か
つ
均
等
な

　
参
加
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

六
、
指
定
航
空
企
業
が
提
供
す
る
輸
送
力
は
、
貨
客
運
送
需
要
に
適
合
す
る

　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
需
要
の
う
ち
自
国
発
着
の
貨
客
を

　
運
送
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
輸
送
力
を
供
給
す
る
。

七
、
運
賃
は
、
原
則
と
し
て
関
係
指
定
航
空
企
業
間
で
合
意
し
、
両
国
の
航

　
空
当
局
の
認
可
を
受
け
る
。

八
、
付
表
に
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
定
期
路

　
線
を
具
体
的
に
定
め
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照

日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
の
航
空
運
送
協
定
を
改
正
す
る
議

定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
三
号
）

要
旨

　
　
こ
の
議
定
書
は
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
十
九
年
）
四
月
に
署
名
さ
れ
た

現
行
の
日
中
航
空
運
送
協
定
を
改
正
す
る
た
め
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五

年
）
二
月
十
七
日
に
署
名
さ
れ
た
も
の
で
、
近
年
の
両
国
間
の
航
空
運
送
需

要
の
増
加
等
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
定
期
航
空
業
務
の
運
営
の

た
め
、
両
国
が
指
定
で
き
る
航
空
企
業
の
数
を
現
行
の
「
一
又
は
二
」
か
ら

「
一
又
は
二
以
上
」
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照




